
美幌町地域見守り活動に関する通報ガイドライン 
 

１ 通報の考え方 

  ①協力事業者が通常の業務の中で異常を発見した場合に、町へ通報をお願いします。 

  ②協力事業者が独自の安否確認を実施している場合は、その取り組みの継続をお願いします。 

  ③町へ通報をお願いする場合は次のとおりです。 

   ・通常業務の中で異常を感じた場合 

   ・その他町の支援を必要と感じた場合 

  ④上記以外で、家の中で倒れていることが明らかであるなど、特に緊急を要する場合は、声かけな

ど必要な措置とともに、町・警察署・消防署への通報をお願いいたします。 

 

２ 通報の基準 

   以下の通報基準に基づき確認していただくことを基本としますが、その他の異変があり緊急を要

する場合は関係機関への通報をお願いします。 

  ①新聞・郵便・宅配・ヤクルト等 

   ・新聞受けや郵便入れに新聞や郵便物が数日分溜まっている 

   ・宅配の不在伝票が何枚も溜まっている 

   ・ヤクルトや牛乳などが数日間放置されている 

  ②カーテン・洗濯物・玄関ドア 

   ・日中に数日間カーテンが閉まったままになっている 

   ・夜間に数日間カーテンが開けたままになっている 

   ・同じ洗濯物が数日間干したままになっている 

   ・玄関ドアが開いたままになっている 

  ③屋内電灯 

   ・日中電灯が数日間点いている 

   ・夜間電灯が数日間点いていない 

  ④電気・ガス・灯油・水道 

   ・電気、ガス、水道メーターが通常時より極端に増減している 

   ・灯油の使用量が通常時より極端に増減している 

  ⑤配達、集金 

   ・配達、集金時玄関ドアが開いているのに返事がない 

  ⑥日常生活 

  ・庭の手入れやゴミ処理がされていない状況が続いている 

  ・冬期間数日に渡り玄関前が除雪されていなく、足跡もない 

 

 

 



３ 通報先 

  〈通常時〉 

  ・美幌町字東３条北２丁目（しゃきっとプラザ内） 

   美幌町役場 民生部保健福祉グループ 

民 生 担 当 電話７３－１１１１（内線２３６，２３７） 

         障がい者福祉担当 電話７３－１１１１（内線２５０，２５１） 

         高齢者福祉担当 電話７３－１１１１（内線２５８，２５９） 

         健康推進担当 電話７３－１１１１（内線２８６，２８７，２８８） 

 

 

  〈緊急時〉 

  ・美幌警察署 生活安全課 電話７２－０１１０ 

  ・美幌消防署       電話７３－１２１１ 

 

４ 通報者への配慮 

  ・通報者に関する情報（通報した者の氏名、事業所、連絡先など）については、美幌町地域見守り

活動及び各種福祉サービスに関する事務にのみ使用します。 

  ・通報後、孤立死の恐れのある世帯等の状況について、必要に応じて通報者に報告するものとしま

す。ただし、個人情報に関する内容は除きます。 

  ・協力事業者に通報の誤りがあった場合、または通報を行うことができなかった場合でも、孤立死

の恐れのある世帯等に生じた問題についてその責任は問われないものとします。 

 

５ 通報情報の活用 

  ・通報があった孤立死の恐れのある世帯等に対して必要な福祉サービスを提供します。 

  ・通報があった孤立死の恐れのある世帯等について民生委員、地域包括支援センターなどによる訪

問、見守り活動に活用します。 

  ・必要に応じて実際に通報があった事例を紹介し、情報共有するとともに通報体制を検証します。 


